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埼玉県庁総合案内等業務委託に関する入札公告 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

  令和８年７月９日 

埼玉県知事 大野 元裕 

１ 調達内容 

（１）件名及び数量 

   埼玉県庁総合案内等業務委託 一式 

（２）調達案件の仕様 

   別添仕様書による。 

（３）履行期間 

   令和８年８月１日から令和１０年５月３１日まで 

   ただし、翌年度以降において、歳入歳出予算の当該契約の金額について減額又は削

除があった場合は、当該契約を解除する。 

   なお、令和８年８月１日から同年９月３０日までの間は、事務の引継等の準備期間

とし、委託料の支払いの対象としない。    

（４）履行場所 

   埼玉県庁（埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号） 

   本庁舎１階県民案内室及び第二庁舎１階県民案内所 

（５）入札方法 

   本件入札は、埼玉県物品調達等電子入札運用基準に基づき、埼玉県電子入札共同シ

ステム（以下「電子入札システム」という。）により行う。 

   入札金額は、履行期間全体の総額を入力すること。 

   なお、落札決定に当たっては、電子入札システムに記録された金額に当該金額の１

０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者

は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を電子入札システムに記録す

ること。 

 

２ 競争入札参加資格  

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７

条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等

の措置要綱（平成２１年３月３１日付け入審第５１３号）に基づく入札参加停止措置
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を受けていない者であること。 

（３）本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置

要綱(平成２１年４月１日付け入審第９７号)に基づく入札参加除外措置を受けていな

い者であること。 

（４）物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格等

に関する公示（令和６年埼玉県告示第８３３号）に基づき、業種区分「催物、映画及

び広告の企画・制作並びにその他役務」又は「建築物の管理に関する業務」のＡ等級

に格付けされた者であること。 

（５）埼玉県内に本店を有する者、又は県外に本店を有するが県内に契約の主体となる支

店・営業所等を有する者であること。 

（６）過去５年間において、国若しくは地方公共団体又は公共施設において、総合案内業

務、受付業務又は窓口業務の実績を有すること。 

（７）別に定める仕様書に記載している業務が適切に実施できる体制を常置できるととも

に、実施場所に管理者を配置し従業者の適切な管理・指導ができること。 

（８）個人情報の保護や業務上知り得た秘密の漏えい防止に関して、一般財団法人日本情

報経済社会推進協会によるプライバシーマーク制度の取得等、第三者機関の認定を受

けている者であること。 

 

３ 競争入札参加資格の確認  

  この一般競争入札に参加を希望する者は、次のとおり必要な書類を提出し、競争入札

参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類

に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

（１）提出期限 

   令和８年７月２１日（火）午後３時 

（２）提出方法 

   入札参加希望者は、様式１「一般競争入札参加資格確認申請書」（以下「確認申請

書」という。）１部のほか、確認申請書の５に定める入札参加者に必要な資格を有す

ることを証明する書類を１部作成して、郵便又は持参の方法により提出し、かつ電子

入札システムから確認申請すること（電子入札システムから確認申請しない場合は失

格となる）。 

   なお、郵送による場合は書留郵便とし、上記の期限内に必着とすること。 

（３）紙媒体の書類を郵送又は持参する場所 

   後記１５（４）の機関 

（４）入札参加資格の結果通知 

   令和８年７月２４日（金）午後５時までに、電子入札システムから通知する。 
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（５）その他留意事項 

  ア 一般競争入札参加資格確認通知書（以下「確認通知書」という。）の交付を受け

ている入札参加者であっても、入札日において入札参加資格を満たしていない者は

参加する資格を有しない。 

  イ 確認申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  ウ 埼玉県は、提出された確認申請書等を、競争入札参加資格の確認以外に提出者に

無断で使用しない。 

  エ 提出された書類は返却しない。 

  オ 提出期限日以降における確認申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

 

４ 仕様書等に関する質問及び回答  

（１）質問書の受付 

   仕様書等に関して質問がある場合は、次の要領により質問することができる。な

お、受付期限を過ぎた質問並びに指定する書式及び方式によらない質問は、一切受け

付けない。 

  ア 受付期間  

    令和８年７月１０日（金）から令和８年７月１６日（木）午後３時まで 

  イ 質問方法 

    電子メールにより、a2840-09@pref.saitama.lg.jp のメールアドレスあてに、様

式４「質問書」を提出すること。 

    なお、提出の際の件名は「【質問書】埼玉県庁総合案内等業務委託」とするこ

と。 

    また、質問は１問１枚とし、到達の確実を期するため、電話により着信の確認を

行うこと。 

（２）質問に対する回答 

   質問があった場合は、入札参加希望者全員に対して電子入札システムにより令和８

年７月１７日（金）午後５時までに回答する。 

 

５ 入札書の提出 

（１）入札参加者は、本公告、仕様書、契約書（案）及びその他の添付書類を熟知の上、

入札しなければならない。 

（２）入札参加者は、電子入札システムにより、入札を行わなければならない。 

（３）入札受付期間 

   確認通知書の交付を受けた者は、次の日時までに電子入札システムにより入札金額

等を記録すること。 
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   競争入札参加資格の確認を得た日から令和８年７月２７日（月）午前１０時まで 

（４）入札参加者は、当該業務にかかる費用のほか、仕様書に明記した一切の諸費用を含

めた上で、入札金額を見積もるものとする。 

（５）入札参加者は、契約書（案）に基づき請負代金の支払方法等の契約条件を十分考慮

した上で入札金額を積算するものとする。 

（６）前記２の(4)に定める入札参加者に必要な資格のない者で、審査申請書を提出した

者が、開札時に入札参加者に必要な資格を有すると認められることを条件にあらかじ

め入札書を提出した場合において、当該者に係る審査資格が開札日時までに終了しな

いとき又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札者は落札決定の対象と

しない。 

 

６ 開札場所及び日時  

（１）場所 

   埼玉県県民生活部県民広聴課 

（２）日時 

   令和８年７月２７日（月）午前１１時 

（３）開札の立ち会い 

   不要 

（４）入札を辞退する場合は、令和８年７月２７日（月）午前１０時までに、電子入札シ

ステムから辞退処理を行うこと。 

 

７ 入札保証金 

（１）入札者は、見積金額に入札保証金の率（１００分の５以上）を乗じた金額を納付す

るものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和３９年埼玉県規則第１８号。以下「財

務規則」という。）第９３条第２項の規定に該当する場合は、免除する。 

（２）入札者は、財務規則第９３条第２項第３号に基づき入札保証金の納付の免除を希望

する場合には、次の条件を全て満たす契約書の写し及び履行を証明する書類（様式

３）を、令和８年７月２１日（火)午後３時までに、後記１５（４）の機関に提出し

なければならない。 

  ア 過去２年間（令和６年４月１日～令和８年３月３１日）に、国又は地方公共団体

と締結したもので、適正に履行したもの 

  イ 今回競争入札に付する業務と、種類及び規模が同等以上のもの 

    ただし、上記ア、イを満たす契約を過去２年間に複数回締結（契約の相手方は必

ずしも同一でなくてよい。）していることを前提とする。 

  なお、同条第２項第１号及び第２号に基づき、入札保証金の免除を希望する場合
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は、当該事項を証明する書類の写しを令和８年７月２１日（火)午後３時までに、後記

１５（４）の機関に提出すること。 

（３）入札保証金の納付については、確認通知書と併せて通知する。 

 

８ 入札の無効 

  次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１）入札に参加する資格のない者がしたもの 

（２）入札者に求められる義務を履行しなかった者がしたもの 

（３）虚偽の確認申請書を提出した者がしたもの 

（４）入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達し

ない者がしたもの 

（５）電子証明書を不正に使用したもの 

（６）電子入札システムのファイルに記録されなかったもの 

（７）その他、入札の条件に違反したもの 

 

９ 最低制限価格の設定 

  財務規則第９５条の規定に基づいて、最低制限価格を設ける。 

 

10 落札者の決定方法  

（１）財務規則第９４条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価

格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

（２）落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、電子入札システムにお

ける電子くじにより落札者を決定する。 

（３）落札者が指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り

消す。 

（４）入札に参加する者の数が１者であっても、入札を執行する。 

 

11 再度入札 

（１）初度入札において落札者がないときは、電子入札システムにより再度入札を行う。 

（２）再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とする。ただし、初度入札にお

いて無効の入札をした者は、再度入札に参加することができない。 

（３）再度入札は、１回まで行う。再度入札を行っても落札者がいないときは、その入札

における価格に下位の入札者に見積書の提出を求め、随意契約に移行する場合があ

る。 
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12 契約保証金 

   埼玉県財務規則第８１条の規定による。 

 

13 契約書の作成 

（１）契約の相手方が決定したときは、立会人型電子契約サービスを利用した電子契約

（契約書を電子データで作成し、押印に代わる電子署名と電磁的記録が改変されてい

ないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの）による締結を予定する（契約

の相手方が電子契約に同意しない場合は、紙の契約書により締結する）。締結には、

埼玉県知事が指定した電子契約事業者の立会人型電子契約サービスを利用し、契約の

相手方は利用に係る費用負担が生じないものとする。なお、契約の相手方は、契約締

結に利用するメールアドレスを用意する必要がある。 

（２）契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に

限る。 

 

14 契約条項及び支払条件  

   別添契約書（案）のとおり 

 

15 その他 

（１）競争参加者又は契約の相手方が本件の調達に関して要した費用は、全て当該競争参

加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。 

（２）入札後、仕様書等に係る不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできな

い。 

（３）入札執行権者 

   所属の名称 埼玉県県民生活部県民広聴課 

   職・氏名 課長 渡邉 和貴  

（４）本件調達に関しての照会先 

   郵便番号 ３３０－９３０１ 

   所在地 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目１５番１号（県庁本庁舎１階） 

   機関名 埼玉県県民生活部県民広聴課 広聴担当 

   担当  真保 治 

   電話番号  ０４８－８３０－２８５０（直通） 

   ＦＡＸ番号 ０４８－８２２－９２８４ 

   メールアドレス  a2840-09@pref.saitama.lg.jp 

（５）システム障害又は天災が原因の停電等で入札及び開札事務が処理できない場合は、

入札及び開札の延期、紙媒体の入札書を使用して行う入札への移行等の措置を講ずる
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ものとする。 

   なお、上記の場合は、電話、ファクシミリ、埼玉県ホームページ等により、必要な

事項を連絡するものとする。 

 

16 スケジュール（案） 

日  時 内  容 

 令和８年７月 ９日（木）  入札公告 

 令和８年７月１６日（木）午後３時 「質問書」提出期限 

 令和８年７月１７日（金）午後５時 「質問書」回答期限 

 令和８年７月２１日（火）午後３時 「確認申請書」等の提出期限 

 令和８年７月２４日（金）午後５時 「確認通知書」の通知期限 

 令和８年７月２７日（月）午前１０時 「入札書」及び「入札辞退届」提出期限 

 令和８年７月２７日（月）午前１１時  開札 

 


